
資料9

入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略　施策体系（案）

基本目標１ 基本目標１

変更点

基本目標２ 「ずっと住みたいまちをつくる」【定住応援プロジェクト】 基本目標２ 「ずっと住みたいまちをつくる」【定住応援プロジェクト】

※ 変更点

基本目標３ 「子どもの育ちを支える」【子育ち応援プロジェクト】 基本目標３ 「子どもの育ちを支える」【子育ち応援プロジェクト】

※ 変更点

基本目標４ 「まちの魅力を活かす」【魅力づくりプロジェクト】 基本目標４ 「まちの魅力を活かす」【魅力づくりプロジェクト】

シティセールスの推進により、市の魅力を効果的に発信し、市
の認知度を高め、本市を訪れる交流人口の増加を図ります。ま
た、「元気な子どもが育つまち」をアピールし、子育て世代を中
心とした若い世代の転入と定住人口の増加を目指します。※

基本施策

子どもによるまちづくりを推進する 子どもによるまちづくりを推進する

子育てをサポートする

子どもの生きる力を育む

取組内容 取組内容

施設の相互利用、ライフラインや防災体制、公共交通の整備な
ど、近隣市との連携に取り組むことで、さらなる住環境の充実、
生活の質の向上を目指します。

シティセールスの推進により、市の魅力を効果的に発信し、市
の認知度を高め、本市を訪れる交流人口、様々な面で本市と
の関わりを持つ関係人口の増加を図ります。また、『元気な子
どもが育つまち』をアピールし、子育て世代を中心とした若い世
代の転入と定住人口の増加を目指します。※

近隣市等と連携して、市域外からの移住促進、交流人口の増
加を図ります

近隣市等と連携して、市域外からの移住促進、交流人口の増
加を図ります

施設の相互利用、ライフラインや防災体制、公共交通の整備な
ど、近隣市との連携に取り組むことで、さらなる住環境の充実、
生活の質の向上を目指します。

買い物の利便性向上、豊かな自然環境の保全、健康増進、市
民活動の促進などに取り組むことで、生活の質の高い快適な
市民生活を送ることの出来るまちづくりを進めます。

なし

女性、若者が働きやすい、雇用を創出する地元企業の支援や
企業誘致を進めます。※

働きたい人、創業したい人の夢をかなえるサポート体制の充実
を図ります。

雇用を創出する地元企業の支援や企業誘致を進めるととも
に、誰もが働きやすい職場環境の整備を支援します。※

働きたい人、創業したい人の夢をかなえるサポート体制の充実
を図ります。

子どもの意見をまちづくりに反映できるような仕組みづくりを推
進します。

子育てをサポートする

子どもの生きる力を育む

子どもの意見をまちづくりに反映できるような仕組みづくりを推
進します。

※

取組内容の一部変更

若者の定住を推進する

親子の同居･近居を促進する

若い世代の移住促進・転出抑制を図り、市内への居住を促進
します。

しごと探しを支援する しごと探しを支援する

親子の同居･近居を促進する

子育て世代の移住を促進する 子育て世代の移住を促進する

なし

取組内容

保育サービスや幼児教育、子育て支援を充実し、地域ぐるみで
子育てを支援する体制を整備します。

学校教育、青少年教育等を充実し、教育環境の整ったまちづく
りを推進します。

学校教育、青少年教育等を充実し、教育環境の整ったまちづく
りを推進します。

通勤･通学の利便性向上、防災･減災の推進、地域コミュニティ
の再構築などに取り組むことで、住環境の整った、安全･安心
に暮らせるまちづくりを進めます。

通勤･通学の利便性向上、防災･減災の推進、地域コミュニティ
の再構築などに取り組むことで、住環境の整った、安全･安心
に暮らせるまちづくりを進めます。

買い物の利便性向上、豊かな自然環境の保全、健康増進、市
民活動の促進などに取り組むことで、生活の質の高い快適な
市民生活を送ることの出来るまちづくりを進めます。

「働きやすいまちをつくる」【しごと応援プロジェクト】 「働きやすいまちをつくる」【しごと応援プロジェクト】

出会いや結婚の希望をかなえる

基本施策

出会いや結婚の希望をかなえる

取組内容

親と子の同居や近居を促進するとともに、移住支援を推進しま
す。

通勤･通学の利便性の更なる向上や生活環境の良さを広くア
ピールすることで、移住を促進します。

若い世代の移住促進・転出抑制を図り、市内への居住を促進
します。

親と子の同居や近居を促進するとともに、移住支援を推進しま
す。

通勤･通学の利便性の更なる向上や生活環境の良さを広くア
ピールすることで、移住を促進します。

①「しごとの場を創る」視点からは現在のように「女性、若者」に
限る必要はない。②現在は企業誘致、既存企業の経営支援及
び雇用創出の視点があるが、テレワークの推進のように、現在
企業等で働いている人に対する視点がないため、これを加えた
い。

基本施策

取組内容 取組内容

若者の定住を推進する

結婚、妊娠･出産から子育て、教育まで、切れ目のない支援を
行います。

結婚、妊娠･出産から子育て、教育まで、切れ目のない支援を
行います。

保育サービスや幼児教育、子育て支援を充実し、地域ぐるみで
子育てを支援する体制を整備します。

基本施策

現行戦略 次期戦略（案）

取組内容 取組内容

しごとの場を創る しごとの場を創る

基本施策

都市近郊農業をはじめとした地域産業の振興を図ります。 都市近郊農業をはじめとした地域産業の振興を図ります。

基本施策

地域産業を振興する 地域産業を振興する



入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略　施策体系（案）

現行戦略 次期戦略（案）

変更点

広域エリアでの魅力アップ 広域エリアでの魅力アップ

※ 市外に在住する人の中から地域活性化の新たな担い手を確保
することができると思われることから、関係人口の増加という内
容を加えたい。

基本施策 基本施策

安全で快適な住環境の形成

シティセールスの推進 シティセールスの推進

取組内容の一部変更

安全で快適な住環境の形成



入間市総合計画　後期計画施策体系（案）

① ①

② ②

③ ③

変更点

① ①

② ②

※ 変更点

① ①

② ②

③

変更点

① ①

② ②

※ 変更点

女性の活躍の推進 女性の活躍の推進

男女共同参画の推進 男女共同参画の推進

なし

市民活動の支援と活性化推進 市民活動の支援と活性化推進

前期計画 後期計画（案）

人権施策の推進 人権施策の推進

※

平和施策の推進 多文化共生社会の推進

多文化共生社会の推進 平和施策の推進

【第１章】つながりを大切にしたまちづくり（人権、コミュニティ、交流）

②と③を入れ替え

現行の順番よりも人権と多文化共生、多文化共生と平和にそれぞれ
親和性があるため。

１　人権の尊重と権利の擁護 １　人権の尊重と権利の擁護

２　男女共同参画社会の実現

都市間連携の推進 都市間連携の推進

節の名称を変更

外国人市民との交流推進

３　コミュニティ活動の充実

地域コミュニティの維持・発展・再構築 地域コミュニティの維持・発展・再構築

３　コミュニティ活動の充実

４　自治体間交流の推進

姉妹都市・友好都市との交流推進 姉妹都市・友好都市との交流推進

４　自治体間交流・連携の推進

※

③外国人市民との交流推進を１－③に統合

両者において施策の方向性が同じため、
より大きな視点の１－③に吸収するもの。

２　男女共同参画社会の実現



入間市総合計画　後期計画施策体系（案）

前期計画 後期計画（案）

① ①

② ②

③

変更点

① ①

② ②

※ 変更点

① ①

② ②

③ ③

④ ④

※ 変更点

① ①

② ②

※ 変更点

【第２章】学びあいのまちづくり（生涯学習、教育、スポーツ）

１　生涯学習の推進

学習活動の充実 学習成果の活用

学習成果の活用

※

２施策に再構成

施策の方向性が重なる部分が多いため。

１　生涯学習の推進

学習環境の充実 学習環境の整備

３　社会教育の充実

社会教育環境の充実 社会教育事業の充実

３　社会教育の充実

学校教育内容の充実 学校教育内容の充実

２　学校教育の充実

学校教育体制及び学習環境の充実 学校教育体制及び学習環境の充実

なし

２　学校教育の充実

４　生涯スポーツの充実 ４　生涯スポーツの充実

スポーツ・レクリエーション活動の推進 スポーツ・レクリエーション活動の推進

文化財保護・活用の充実・伝統文化活動団体の育成支援 文化財保護・活用の充実・伝統文化活動団体の育成支援

なし

家庭・地域の教育力の向上 家庭・地域の教育力の向上

青少年教育の充実 青少年教育事業の充実

スポーツ環境の整備 スポーツ環境の整備

なし



入間市総合計画　後期計画施策体系（案）

前期計画 後期計画（案）

① ①

② ②

変更点

① ①

② ②

※ 変更点

① ①

② ②

③ ③

④ ④

⑤ ⑤

⑥ ⑥

⑦

変更点

変更点

変更点

１　地域福祉の推進

地域福祉基盤の整備 地域福祉基盤の充実

１　地域福祉の推進

【第３章】ささえあいのまちづくり（福祉、健康）

自立支援の推進 自立支援の推進

なし

２　生活支援の推進

相談支援体制の充実 相談支援体制の充実

２　生活支援の推進

地域福祉活動の推進 地域福祉活動の推進

※

①の名称を変更したうえで整理

地域福祉の推進における施策について、「体制の整備」、「活動の推
進」という視点で整理。

ひとり親家庭の福祉の推進 子育て支援及び子育ち支援の充実

子育て支援及び子育ち支援の充実 妊娠期から切れ目のない支援の推進

幼児教育の環境整備 児童援護の推進

児童援護の推進 ひとり親家庭の福祉の推進

３　子ども・子育て支援の充実

保育サービスの充実 保育・幼児教育環境の整備

３　子ども・子育て支援の充実

妊娠期から切れ目のない支援の推進 児童発達支援の充実

母子保健と児童発達支援の充実

※

②幼児教育の環境整備を他施策に分割統合
（以降、第３項以降繰り上げ）

前期基本計画策定段階における組織ごとの施策体系となっているこ
とを踏まえて施策を整理。

・「子ども未来室事業の推進」・「幼児の通級指導教室を通じた支援」
　⇒２－②「学校教育の充実」に統合。
・「保護者への情報提供と支援」
　⇒３－②（旧③）「児童援護の推進」に統合。
・「保幼小中連携・接続研修会の実施」
　⇒３－①「保育・幼児教育環境の整備」に統合。

※

①の名称を変更

前期基本計画策定段階における組織ごとの施策体系となっているこ
とを踏まえて施策を整理。

※

⑥（旧⑦）の名称を変更

前期基本計画策定段階における組織ごとの施策体系となっているこ
とを踏まえて施策を整理。

「 旧⑦　母子保健と児童発達支援の充実」のうち、母子保健について
は
「⑤　妊娠期から切れ目のない支援の推進」に分割し、
児童発達支援はそのまま残置することとし、名称変更とした。



入間市総合計画　後期計画施策体系（案）

前期計画 後期計画（案）

① ①

② ②

③ ③

※ 変更点

① ①

② ②

③ ③

※ 変更点

① ①

② ②

③ ③

※ 変更点

４　高齢者支援の推進

生きがい活動の推進 生きがい活動の推進

４　高齢者支援の推進

自立支援の推進 自立支援の推進

生活支援の推進 生活支援の推進

なし

５　障害者支援の推進 ５　障害者支援の推進

生活支援の推進 生活支援の推進

介護保険サービスの充実 介護保険サービスの充実

医療受診体制の充実

６　健康づくりの推進

健康づくりの推進 健康づくりの推進

６　健康づくりの推進

活動支援の推進 活動支援の推進

なし

なし

保健事業の推進 保健事業の推進

医療受診体制の充実



入間市総合計画　後期計画施策体系（案）

前期計画 後期計画（案）

① ①

② ②

③ ③

※ 変更点

①

②

③

変更点

① ①

② ②

③ ③

④ ④

⑤

⑥

変更点

変更点

変更点

１　計画的な土地利用の推進

【第４章】住みやすく緑豊かなまちづくり（都市環境、生活環境、自然環境）

基地跡地留保地利用の検討 基地跡地留保地利用の検討

なし

土地利用計画の策定と推進 土地利用計画の策定と推進

まちの拠点の形成と連携強化の推進 まちの拠点の形成と連携強化の推進

３　都市施設の整備と維持管理

※

２節を分割整理。

①　市街地の整備
　⇒区画整理の施策であるため、
　　「新２　都市基盤の整備と維持管理」の①に位置付ける。

②　良質な民間開発の推進
　⇒削除。
　　※許認可における留意事項を記載していることから施策に位置付
けない。

・③災害への対応
　⇒災害すべてを取り上げているのではなく、
　　 主に治水に関することであることから、①と同様、
　　「新２　都市基盤の整備と維持管理」の⑥に位置付ける。

良質な民間開発の推進

災害への対応

２　都市基盤の整備

市街地の整備

災害への対応

下水道の整備と維持管理 上水道の整備と維持管理

下水道の整備と維持管理

道路・橋梁の整備と維持管理 市街地の整備

上水道の整備と維持管理 道路・橋梁の整備と維持管理

１　計画的な土地利用の推進

２　都市基盤の整備と維持管理

※

節の繰り上げ（３→２）。

「旧２　都市基盤の整備」を分割したことによる。

公園の整備と維持管理

※

節の名称を変更。

「旧２　都市基盤の整備」の内容を含めたこと、道路や橋梁、上下水
道、公園等についての政策であることを踏まえ、名称変更とした。

※

項番の整理

旧２－①を新①に位置付けたことにより、旧①～④をそれぞれ新②
～⑤とした。

公園の整備と維持管理



入間市総合計画　後期計画施策体系（案）

前期計画 後期計画（案）

① ①

② ②

③ ③

④ ④

変更点

変更点

① ①

② ②

③ ③

変更点

５　自然環境の維持・保全 ４　自然環境の維持・保全

※

節の繰り上げ（４→３）

緑の保全と創出 緑の保全と創出

※

節の繰り上げ（５→４）

「旧２　都市基盤の整備」を分割したことによる。

自然環境の保全と活用 自然環境の保全と活用

緑を守り育む意識の醸成 緑を守り育む意識の醸成

住宅対策の推進 住宅対策の推進

生活環境の維持と保全 生活環境の維持と保全

廃棄物対策、循環型社会の推進 廃棄物対策、循環型社会の推進

４　生活環境の整備・保全

公共交通網の整備 公共交通網の充実

「旧２　都市基盤の整備」を分割したことによる。

※

①の名称を変更

現在のコミュニティバス等の整備状況により、「整備」から「充実」とし
た。

３　生活環境の整備・保全



入間市総合計画　後期計画施策体系（案）

前期計画 後期計画（案）

① ①

② ②

③ ③

変更点

① ①

② ②

③ ③

④ ④

⑤ ⑤

変更点

変更点

変更点

① ①

② ②

③ ②

変更点

① ①

② ②

変更点

変更点

農業生産の振興 農業生産の振興

地産地消の促進 農産物の販売促進

１　農業の振興

農業基盤の強化推進 農業基盤の強化推進

１　農業の振興

【第５章】活気に満ちたまちづくり（産業、観光、市民文化）

活動支援の推進 活動支援の推進

基盤整備の推進 企業誘致の推進

※

③の名称を変更

第１項の「基盤」から第２項の「生産」、第３項の「販売」へと整理した
もの。

２　商工業の振興 ２　商工業の振興

経営基盤強化支援の推進 経営基盤強化及び生産性向上に対する支援の促進

※

②の名称を変更

ソフト面での企業誘致についてのみ記述されており、基盤整備（ハー
ド面）については第４章で記述されているため。

労働環境の整備 労働環境の整備

雇用の促進 雇用・就労の促進

３　観光の振興

資源開発の推進 魅力開発・発掘の推進

３　観光の振興

※

④の名称を変更

「第６章３－③　就労支援の推進」を統合。統合後の内容を踏まえた
もの。

※

⑤の名称を変更

中小企業の経営基盤の強化だけでなく、大企業も含めた生産性向上
の取り組みもあるため。

４　市民文化の振興

市民文化創造 市民文化の創造

４　市民文化の振興

資源活用の推進 資源活用・発信の推進

魅力事業化の推進

※

項目数を３→２に変更

内容を踏まえ変更。

※

②の名称を変更

①の変更（万燈まつりの移動）及び元々の内容を踏まえたもの。

市民文化の発信 市民文化の振興

※

①の名称を変更（文言整理）

①のうち、万燈まつりを②に移動（既に40回超開催されていることか
ら、「創造」の位置付けとしない）。



入間市総合計画　後期計画施策体系（案）

前期計画 後期計画（案）

① ①

② ②

③ ③

④ ④

⑤ ⑤

⑥ ⑥

変更点

変更点

① ①

② ②

※ 変更点

①

②

③

変更点

① ①

② ②

③ ③

④

⑤

変更点

１　危機管理体制の充実 １　危機管理体制の充実

２　交通安全対策の推進

交通安全環境の整備 交通安全環境の整備

２　交通安全対策の推進

【第６章】安全で安心してくらせるまちづくり（危機管理、交通安全、生活安全）

※

施策体系の見直し

・①「～の整備」
　⇒「～の強化」に変更。

・②「防災体制の充実
　⇒内容を踏まえて「災害への備えの充実」に変更。

・③・④
　⇒③に統合し「消防体制の充実」とする
　　※ただし、消防団への配慮を忘れない。

※

④感染症対策の充実

上記見直しを踏まえて、新設。

国民保護体制の整備 国民保護体制の整備

空き家対策の推進 空き家対策の推進

広域消防体制の支援 消防体制の充実

消防団体制の充実 感染症対策の充実

危機管理体制の整備 危機管理体制の強化

防災体制の充実 災害への備えの充実

３　生活支援の推進

市民相談の推進

婚活支援の推進

就労支援の推進

交通安全対策の推進 交通安全対策の推進

なし

消費者対策の推進 市民相談の推進

防犯体制の充実 消費者対策の推進

※

３節を分割し、４節と統合。

・①・②
　⇒②を「結婚支援の推進」に名称変更しそれぞれ４節に移動。

・③就労支援の推進
　⇒５－④に統合。

４　生活安全対策の推進 ３　生活安全対策・生活支援の推進

基地周辺環境の整備

※

３節の一部を統合し、節の名称を変更。

「市民相談の推進」及び「結婚支援の促進」を統合。

基地周辺環境の整備 結婚支援の推進

防犯体制の充実



入間市総合計画　後期計画施策体系（案）

① ①

② ②

③ ③

④ ④

※ 変更点

① ①

② ②

③ ③

※ 変更点

① ①

② ②

③ ③

※ 変更点

① ①

② ②

③ ③

④ ④

※ 変更点

① ①

② ②

③ ③

④ ④

※ 変更点 なし

組織機構の簡素化と効率化 組織機構の簡素化と効率化

定員の適正管理の推進 定員の適正管理の推進

なし

歳入の確保 歳入の確保

人材育成の推進 人材育成の推進

事務事業の選択と重点化 事務事業の選択と重点化

歳出の効率化と事業費の削減 歳出の効率化と事業費の削減

５　組織機構の最適化 ５　組織機構の最適化

職員意識の改革 職員意識の改革

事務事業の評価と改善 事務事業の評価と改善

管理運営の効率化 管理運営の効率化

４　事務事業の最適化 ４　事務事業の最適化

なし

３　担い手の最適化 ３　担い手の最適化

公共サービスの提供における市民（民間）と行政の役割分担 公共サービスの提供における市民（民間）と行政の役割分担

多様な主体による協働の推進 多様な主体による協働の推進

民間活力の有効活用

なし

民間活力の有効活用

施設の活用、長寿命化の推進 施設の活用、長寿命化の推進

情報通信技術（ＩＣＴ）の活用 情報通信技術（ＩＣＴ）の活用

２　公共施設の最適化 ２　公共施設の最適化

行政サービスに応じた施設機能の見直し 行政サービスに応じた施設機能の見直し

なし

広域行政の推進 広域行政の推進

市民ニーズの把握と活用 市民ニーズの把握と活用

市政情報の共有化の推進 市政情報の共有化の推進

前期計画 後期計画（案）

計画の実現に向けて（行財政運営の指針）

１　サービスの最適化 １　サービスの最適化


